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樋躍品 のおすすめ

　

々とそなえて

企業も従業員も将来が蒙・

　　

」

　　　

１

，
ー １１

【個人 情報の お取 扱いにつ いての お知らせ】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

本共済制度におきましては、共済契約者となる事業主ならびに被共済者となる従業員の方々の個人情報を次のとおり取り扱いますので、ご同意のうえ、
お申込みください。
①被共済者の個人情報（氏名．性別．生年月日等）は、被共済者の同意に基づき、共済契約者から当所に提供されます。
②当所は、共済契約者より提供を受けた共済契約者および被共済者の個人情報について、本制度の運営、各種サービスのご案内．提供のために使用す

　

るとともに、共済契約者および被共済者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している新企業年金保険契約を引き受けるアクサ生命保険株

　

式会社（以下、「アクサ生命」とし、う）にこれを提供します。
③アクサ生命は、当所から提供を受けた共済契約者ならびに被共済者の個人情報を保険契約の引き受け，ご継続．維持管理、給付金等のお支払い、関

　

連会社・提携会社を含む各商品．サービスのご案内′提供、ご契約の維持管理、業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他の保

　

険に関連．付随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、当所をはじめ共済契約者に対し上記目的の範囲内でこれを提供します。
④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当所およびアクサ生命においてそれぞれ②③に準じ個人情報が取り扱われます６
⑤新企業年金保険契約の引受保険会社が変更される場合は、共済契約者および被共済者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

出水商工会議所
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「賃金の支払の確保等に関する法律」（昭和５１年法律第３４号）

にもとづき、５２年４月１日より、 事業主は、 退職金支払の

ための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、
この特定退職金共済制度に加入した事業所については、
その必要がありません。

Ｊ 制度の特色

①掛金は１人月額３０，０００円まで非課税です。

　

この制度は所得税法施行令第７３条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認

　

を得てし、ます。したがって事業主が負担する掛金は、１人月額３０，０００円まで損金または必要経費

　

に計上できます。しかも従業員の給与になりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（所得税法施行令第６４条、法人税法施行令第Ｔ３５条）

②過去勤務期間の通算の取扱ができます。

　

この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続してし、る従業員については、過去勤務期間

　

の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
●過去勤務期間通算……最高１０年間

　

●過去勤務通算口数……最高２２口（２２，０００円）

この取扱による掛金は全額が損金または必要経費に計上できます。

⑨この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
④毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
⑤退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
⑥中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複

　

加入は認められません。

掛

　

金

●基本掛金月額

　

従業員１人につき１口１，０００円で、最高３０口まで加入できます。

●口数の増加

　

お申出により３０口を限度として加入口数を増加させることができます。

　

※この制度の掛金は全額事業主負担一です。
●過去勤務掛金月額

　

基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。

●掛金の運用

　

納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費（１口につき月額５０円）を控除して、当商工

　

会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式

　

会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあり

　

ます。

　

なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、当所内の議決を経て行います。

　

※掛金として払し、込まれた金額（運用益を含む）は、事業主に対してはし、かなる理由があっても返

　　

還されません。



　

給 付 金

●この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。（別紙参照）

①退職給付金

　

加入従業員（被共済者）が退職したとき、退職給付金が支払われます。

②遺族給付金
加入従業員（被共済者）が死亡したときには、退職給付金に加入口数１口あたりｌｏ，０００円を加

えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

⑨退職年金
加入従業員（被共済者）が加入期間１０年以上で退職したとき、
希望により退職年金がｌｏ年間支払われます。

●給付金の受取人

　

この制度の給付金の受取人は加入従業員（被共済者）です。

　　　　　

●

　　　

」

　

給付金は 口入従業員指定の口座に振り込んで支払し、ます。

　　　　

ｉ

　　

ｒ

　

なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第４２条～第４５条

　　　　

ＬＬ

　　

Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ
Ｌ
， １

　

に定める遺族補償の順位によります。

Ｊ 解約手当金

　

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金（退職給付金と同額）を、加入従業員（被共済者）に

　

支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。

．・．．・．．・・

　

．・．，．・．．・．．．．・・．．．・・‐・．・．．・・

　

，．・．．・．．・・・．・．．・・．．．・．．・・．・．．・

　

．．・・．・．．・・．・．．・．．・．．・・・．．・．．・．．－

　

．－

　

．・．．・・．・．・．．．．・・．・．．・・．・．・・．・・．．．・・

　

．．．・・．・・・．・・・・

　

．・．．．．・．．．．・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・
…１ ◆税務と経理処理につし、て

．

　

事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。

　　

加入従業員（被共済者）が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
．

　

また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得とな

　　

ります。（所得税法施行令第７２条、第１８３条、相続税法第３条）
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‐．．・．．・・．・．．・．．・‐・・．．・・．・．．・．．・‐．・．．・‐．・・．・・．・．．・．．・．．・．．・．．・．．・．．・．．－

　

．・．．・．．・．．．．・・．・．．・．．・．，．・・．・・．・．．・．．，．・・．‐．．－

　

．・．．・．．・．．・．．・

　

．．・．．・．，．・．，．・・．．．・‐．・．．・・．・．．・．．・．．・．．・．．．．・．．・・・

※記載の税務取扱は平成２９年６月１日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。

隠勃務期間通算の手続
①特退金過去勤務期間通算制度申込書（所定）の提出
②過去勤務通算期間のヌ夷定

入社日から制度加入日までの期間を「過去勤務通算期間」として従業員ごとに設定してくださし、。

　

ｌｏ年間を限度とし、１年未満は切捨てます。
③過去勤務通算口数の決定

過去勤務通算口数は２２口（２２，０００円）を限度とし、基本掛金口数もしくはそれ以下の口数で設定してく

ださい。
④過去勤務掛金とその払込期間

過去勤務掛金は通算期間、通算口数および払込期間により、個人ごとに計算されます。
詳細については、商工会議所にお問合せください。

◎払込期間：過去勤務通算期間は同一年数です。ただし、通算期間が５年以上の場合は５年とします。

過去勤務通算期間 １

　

年 ２

　

年 ３

　

年 ４

　

年 ５～１０年

払

　

込

　

期

　

間 １

　

年 ２

　

年 ３

　

年 ４

　

年 ５

　

年



Ｊ 制度の取扱

　

●加入できる事業主 ［共済契約者］

　　

当商工会議所の地区内にある事業主（事業所）であれば、誰でも従業員（専従者控除の対象者を除

　　

く）を加入させることができます。

　　

ただし 口入できる従業員は満１５歳以上８５歳未満に限ります。

　

●加入するときは ［任意包括加入］

　　

この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが 口入する場合には、全従業員を加入させ

　　

なければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員（使用人

　　

兼務役員を除く）もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次の

　　

ような人は加入させなくてもさしつかえありません。

＊期間を定めて雇われている者

　　　

＊試用期間中の者

　

＊パートタイマーのように労働時間の特に短し、者
＊季節的な仕事のため雇われてし、る者

　　

＊非常勤の者

　　　

＊休職中の者

・加入手続

　

事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んで

　

ください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただ

　

きます。

●被共済者証の発行

　

被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職

　

金共済制度被共済者証」をお渡しください。

●給付金の請求

　

被共済者が退職したり、死亡したり、あるし、は年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に
備えつけの書類によって請求してください。

〈請求書類〉

　　　

、

　

、

　　　　　　　　　　

、①退職通知蓉燕給付金請求書（退職所得の受給に関する申告書）
②死亡証明書（死亡時のみ）
⑨第１回年金請求書（年金受給時のみ）

●契約の解除について

　

次の事項に該当する場合、当商工会議所は、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除す

　

ることがあります。

・共済契約者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき

（

　　

この制度は当商工会議所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されてし、ます。

　

ノ

この制度についてのお問合せ……
（特定退職金共済団体）

出水商工会議所
〒８９９－０２０５出水市本町７番１６号

　　　　

ＴＥＬＯ９９６‐６２‐「３３７

※当商工会議所は所得税法施行令第７３条に基づき所轄税務署から承認され
た特定退職金共済団体です。

（委託保険会社）

アクサ生命保険株式会社
本社

　

〒１０８‐８０２０

　

東京都港区白金１‐「７‐３ ＮＢＦフラチナタワー

　　　

ＴＥＬ０３‐６７３７‐７７７７（代表）



別

　

紙

ー退職給付金１
＜退職給付金額表＞

　　　　　　　　　

３０口

　　　　　　

２０口

　　　　　　

１５口

　　　　　　

１０口

　　　　　　

５口

　　　

１

　　　　　　　　　

３３５４００

　　　　

２２３，６００

　　　　

１６７７００

　　　　

１１１８００

　　　　　

５５９００

　　

２年

　　　　　　

６７２，３００

　　　

４４８，２００

　　　　

３３６，１５０

　　　

２２４，１００

　　　

１１２，０５０

　　

３年

　　　　　

１，０１０，４００

　　　

６７３，６００

　　　　

５０５，２００

　　　

３３６，８００

　　　

１６８，４００

　　

４年

　　　　　

１，３５０，０００

　　　　

９０００００

　　　　

６７５，０００

　　　　

４５０，０００

　　　　

２２５，０００

　　

５年

　　　　　

１，６９１，１００

　　　

１，１２７，４００

　　　　

８４５，５５０

　　　

５６３，７００

　　　　

２８１，８５０

　　

６年

　　　　　

２，０３３，１００

　　　

１，３５５，４００

　　　

１，０１６，５５０

　　　　

６７７，７００

　　　　

３３８，８５０

　　

７年

　　　　　

２，３７６，９００

　　　

１，５８４，６００

　　　

１，１８８，４５０

　　　　

７９２，３００

　　　

３９６，１５０

　　

８年

　　　　　

２，７２１，９００

　　　

１，８１４，６００

　　　

１，３６０９５０

　　　　

９０７，３００

　　　

４５３，６５０

　　

９年

　　　　　

３，０６８，４００

　　　

２，０４５，６００

　　　

１，５３４，２００

　　　

１，０２２，８００

　　　　

５１１，４００

１６１００

　　　　

２２７７４００

　　　

１

注
１．年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
２．給付金額は特定退職金共済規程に基づくものですが、経済変動により将来改定することが

　

あります。（退職年金等も同様です。）
３，３４年１１女且未満の脱退者については元本割れいたします。

１遺族給付金Ｉ
加入従業員（被共済者）が死亡された時は退職給付金に加入口数１口当たり１０，０００円
を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。

１

　

退職年金

　

Ｉ

加入１０年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて退職年金を支払います。
＜退職年金額表＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年 金 月 額

　　　　　　　　　

３０口

　　　　　　

２０口

　　　　　　

１５口

　　　　　　

１０口

　　　　　　

５口

　　

１０年

　　　　　　　

３０２７０

　　　　

２０１８０

　　　　

１５，１３５

　　　　

１０，０９０

　　　　　

５，０４５

　　

１５年

　　　　　　　

４５，８７０

　　　　

３０，５８０

　　　　

２２９３５

　　　　

１５，２９０

　　　　　

７，６４５

　　

２０年

　　　　　　　

６１７７０

　　　　

４１１８０

　　　　

３０，８８５

　　　　

２０，５９０

　　　　

１０，２９５

　　

２５年

　　　　　　　

７７，９７０

　　　　

５１９８０

　　　　

３８９８５

　　　　

２５９９０

　　　　

１２，９９５

　　

３０年

　　　　　　　

９４，５３０

　　　　

６３０２０

　　　　

４７２６５

　　　　

３１５１０

　　　　

１５，７５５

【注】
１．年金は本人の生死に関わらず１０年間支払います。
２，年金は３か月分取りまとめて年４回支払います。
３．年金月額が１０，０００円に満たない時は一時金（退職給付金）での支払いとなります。

出水商工会議所


